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飯豊町地区まちづくりセンター(分館)施設整備事業費補助規程 

 

(目的) 

第１条　本町地区まちづくりセンター(分館)施設の整備充実を行い地域づくりの振興を図るた

め、飯豊町公民館の設置及び管理運営に関する条例(平成元年条例第１３号)第２条第２項の

規定に基づく分館の新築又はすでに設置されている分館の増築及び改築並びに敷地内環境整

備を含む施設修理事業に要する経費に対して補助することを目的とし、この規程の定めると

ころにより町長は補助金を交付することができる。 

(分館) 

第２条　この規程において「分館」とは、町長が認定した施設をいう。 

(補助金) 

第３条　事業に対する補助金の額は、次の各号に該当する要件に対し、毎年度予算の範囲内に

おいて町長が決定する。 

(１)　新築又は全面改築 

ア　新築又は全面改築に要する事業費(用地取得費及び事務費を除く。)については、別に

定める補助基準額の１００分の５０以内において補助する。 

イ　国県補助の適用を受ける事業については、この規程の適用を受けないものとする。 

(２)　増築、一部改築又は修理 

ア　増築、一部改築又は修理に要する事業費(事務費を除く。)に次表に定める世帯数区分

の補助率を乗じた額以内において補助する。ただし、地区まちづくりセンター分館設置

規則第１条に規定する中分館、黒沢分館、小白川分館及び高峰分館については１００分

の７５以内において補助する。 

イ　増築、一部改築又は修理の補助対象事業費は、１５万円以上とする。 

(補助金交付申請) 

第４条　補助金の交付を受けようとする者は、飯豊町地区まちづくりセンター(分館)施設整備

事業費補助金交付申請書(様式第１号)に事業計画書(様式第２号)、収支予算書(様式第３号)

その他関係書類を添え別に指定する期日まで町長に提出しなければならない。 

 
世帯数区分 補助率

 
２０世帯以下 １００分の４０以内

 
２１世帯～４０世帯 １００分の３５以内

 
４１世帯～６０世帯 １００分の３０以内

 
６１世帯以上 １００分の２５以内
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(補助金交付の条件) 

第５条　補助金交付の内示又は指令を受けた申請者(分館)に対して町長は、事業遂行上必要な

指示を行うことができる。 

(補助金の流用禁止) 

第６条　補助金交付の指令又は補助金の交付を受けた申請者(分館)は、他の費用に流用しては

ならない。 

(事業計画の変更) 

第７条　補助金交付の内示を受けた申請者(分館)は、その事業及び使途について、計画変更す

る場合は、遅滞なく飯豊町地区まちづくりセンター(分館)施設整備事業計画変更承認申請書

(様式第４号)を教育委員会を経て町長に提出し、許可を受けなければならない。 

(事業実績報告) 

第８条　補助金の交付を受けた申請者(分館)は、事業が完了したときは、すみやかに飯豊町地

区まちづくりセンター(分館)施設整備事業完了届書(様式第５号)及び収支決算書(様式第６

号)を町長に提出しなければならない。 

(補助金の返還) 

第９条　補助金を受けた申請者(分館)が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全

部若しくは一部の返還を命ずることができる。 

(１)　この規程に違反したとき。 

(２)　指示事項に違反したとき。 

(３)　事業の施行が不適当と認められたとき。 

(４)　事業費の支出額が予算額に比し減少したとき。 

 

(施行期日) 

１　この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２　この規程の施行の際、現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」と

いう。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。 

３　この規程の施行の際現にある旧様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正

を行い使用することができる。


